
（別紙２）  

「事務処理、訪問校等決定までの基本的手順」 

 

１ 「研修情報システム」で申請するとき  

次の研修は、「研修情報システム」で申請する。 

 

名称 記号 内容 

継続型訪問指導 Ⅰ 
学力育成、授業改善、校内研究等を推進する

学校の主体的・自主的な取組の継続的な支援 

校内研究・研修に係る訪問指導 Ⅱ-A 教職経験者研修に係る助言・指導等 

初任者の授業づくり等に係る訪問指導 Ⅲ 初任者の授業づくり等に係る助言・指導等  

 

（１） 各学校は、４月20日（月）までに申請する。 

 

 

 

 

 

     

     

 

                  

 

 

 

 

 

（２） 各学校からの申請後、連絡・調整を図り、訪問日等を決定・通知する。 

 

 
   
 

                        

                        

              

 

         

 

                               

       

 

                       

 

                         

 

教育事務所 

市町村教育委員会 

小・中・義務教育学校 

教育事務所 

市町村教育委員会 

小・中・義務教育学校 

島根県教育センター 

② 連絡・調整 

④ 決定通知 

① 申請 

（研修情報システム） 

で

②確認 

④ 了知通知 

②確認 

教育庁各課 他 

① 連絡・調整 ③ 調整完了 

島根県教育センター 

※通知後、訪問開始  

※市町村教育委員会との

 連携を図る 



２ 年度中途に訪問指導を申請するとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （留意事項） 

〇図中の「① 連絡・相談」について 

  ・各学校や研究会において、あらかじめ指導助言者に内諾を受けている場合も、  

各教育事務所にその旨を連絡すること。 

 

 

 

                        

小・中・義務教育学校、市郡町教育研究会等 

市町村教育委員会 

教育事務所 

教育センター 

他教育事務所 

教育庁各課 
① 連絡・相談 

③ 提案・回答 ⑤ 申請 
② 調整 

④ 申請 


